
 

議案第３号 

 

木津川市職員定数条例及び木津川市指定管理者選定委員会条例の一部改 

正について 

 

木津川市職員定数条例（平成１９年木津川市条例第２３号）及び木津川市指定管理

者選定委員会条例（平成１９年木津川市条例第６５号）の一部を別紙のとおり改正す

る。 

 

令和６年２月２２日提出 

 

木津川市長 谷口 雄一   

 

 

 

 

 

提案理由 

 「木津川市組織条例（平成１９年木津川市条例第１４号）」の改正により、職員の

定数及び指定管理者選定委員会の組織について、所要の改正を行うものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

木津川市条例第   号 

 

   木津川市職員定数条例及び木津川市指定管理者選定委員会条例の一部を 

改正する条例（案） 

 

 （木津川市職員定数条例の一部改正） 

第１条 木津川市職員定数条例（平成１９年木津川市条例第２３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

 （職員の定数） 

第２条 職員の定数は、次に掲げるとお

りとする。 

 （１） 市長の事務部局の職員 ４４

２人 

 （２） （略） 

 （３） 教育委員会の事務部局及び教

育委員会の所管に属する学校その

他の教育機関の職員 ７８人 

 （４）～（９） （略） 

 （職員の定数） 

第２条 職員の定数は、次に掲げるとお

りとする。 

 （１） 市長の事務部局の職員 ３５

３人 

 （２） （略） 

 （３） 教育委員会の事務部局及び教

育委員会の所管に属する学校その

他の教育機関の職員 １６７人 

 （４）～（９） （略） 

 （木津川市指定管理者選定委員会条例の一部改正） 

第２条 木津川市指定管理者選定委員会条例（平成１９年木津川市条例第６５号）の

一部を次のように改正する。 

 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 



 

（組織） 

第３条 （略） 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市

長が選任する。 

 （１） （略） 

 （２） 指定管理者制度を所管する部 

   長 

 （３）～（５） （略） 

（組織） 

第３条 （略） 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市

長が選任する。 

 （１） （略） 

 （２） マチオモイ部長 

 （３）～（５） （略） 

３ （略） ３ （略） 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



 
政策等の形成過程の説明資料 

 

議 案 名 議案第３号 木津川市職員定数条例及び木津川市指定管理者選
定委員会条例の一部改正について 

担 当 課 学研企画課 企画広報係 

 
提 案 事 項 の 概 要 等 
（必要性、効果等） 

 
 

木津川市組織条例（平成１９年木津川市条例第１４号）の改正

に伴い、関連する条例について改正を行うものです。 
木津川市職員定数条例（平成１９年木津川市条例第２３号）に

あっては、市長の事務部局の職員数及び教育委員会の事務部局に

係る定数を変更します。 
また、木津川市指定管理者選定委員会条例（平成１９年木津川

市条例第６５号）にあっては、委員会を組織する部長のうちマチ

オモイ部長について指定管理者制度を所管する部長に改めます。 

提案に至るまでの経緯 

・臨時議会において組織条例の改正が可決（１月３１日）   
・課内で協議・検討を行い、改正案を策定 

市 民 参 加 の 状 況 

□有  ■無 
 

市総合計画の位置付け 

基 本 方 針 ７ 効果的・効率的な行政運営と市民に開かれたま
ちづくり 

政 策 分 野 １７ 行財政運営 

施 策 ⑤ 組織・人材育成 
ア．組織・機構の強化 

概 算 事 業 費 
( 単 位 : 千 円 ) 

□単年度（  年度） 
□複数年度（  年度） 

 

将来にわたる効果及び
経費の状況 

組織条例の改正により、各部に適正な人員配置を行うための改

正及び指定管理者選定委員の構成員の見直しを行い、マチオモイ

部長から指定管理者制度を担当する部長に改めるものです。 

 

 


